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平成23年3月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故後の放射性物質による食品汚染

に関連して，平成24年4月1日に食品中の放射性セシウムの新たな基準値が設定された．本報では，新たな基準値に基

づき，平成24年4月から平成25年3月における都内流通食品について実施した放射性物質の検査結果を報告する．検査

は，ゲルマニウム半導体核種分析装置及びヨウ化ナトリウム（タリウム）シンチレーションスペクトロメータを用い

て実施した．測定対象核種はI-131，Cs-134，Cs-137とした．国産の牛乳117検体，飲料水51検体，乳児用食品30検体，

一般食品525検体及び輸入の一般食品100検体の合計823検体について検査した．その結果，放射性ヨウ素はいずれか

らも検出されなかった．放射性セシウムは，国産品の牛乳3検体，一般食品3検体，輸入の一般食品2検体から検出さ

れ，それぞれ3.4～4.6 Bq/kg，10～95 Bq/kg，13～48 Bq/kg，であった．しかし放射性セシウムの基準値を超えるもの

はなかった．本検査結果から，国産品は生産地での適切な管理を受けて流通していることが推察された． 
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リウム）シンチレーションスペクトロメータ，食品 

 

は じ め に 
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による東京

電力福島第一原子力発電所の事故発生直後から平成 24 年

3 月までの間，食品成分研究科では，都民の食の安全・安

心を確保するため，緊急の検査体制を整え，厚生労働省に

よる全核種の暫定規制値 1）に基づいて食品中の放射性物

質の検査を行い，その結果を報告した 2）． 

 しかし，平成 24 年 4 月 1 日，より一層の食品の安全と

安心を確保するために，事故後の緊急的な対応としてでは

なく，長期的な観点から新たな基準値が定められ，施行さ

れた．放射性物質を含む食品からの被爆線量の上限を年間

5 ミリシーベルトから年間 1 ミリシーベルトに引き下げ，

これを基に放射性セシウム（Cs-134 及び Cs-137）の新た

な基準値 3）が設定された（表 1）．本報では，新たな基準

値に基づき実施した，平成 24 年 4 月から平成 25 年 3 月に

おける都内流通食品の放射能検査の結果について報告する． 

 

実 験 方 法 
 1. 試料 
 牛乳 117 検体，飲料水 51 検体，乳児用食品 30 検体，一

般食品 525 検体（内訳は，魚介類及びその加工品 60 検体，

肉・卵及びその加工品 59 検体，野菜・果物及びその加工

品 204 検体，菓子類 14 検体，穀類及びその加工品 19 検体，

乳製品 78 検体，清涼飲料水 9 検体，その他の食品 82 検

体），ならびに輸入の一般食品 100 検体の合計 823 検体． 

 牛乳は乳等省令第 2 条第 1 項に規定する乳及び同条第

40 項に規定する牛乳，低脂肪牛乳，加工乳，乳飲料であ

り，飲料水に水道水は含まない． 

 乳児用食品は，加工品の中でも特に乳児の飲食に供する

ことを目的としたものである． 

 輸入の一般食品は野菜・果物及びその加工品，肉・卵及

びその加工品等を検査した．これらの原産国は 1986 年の

チェルノブイリ原発事故の影響を受けた欧州等を中心とし

た 20 カ国である． 

 

食品群 基準値 (Bq/kg)

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 　　　　 100

平成24年4月1日より適用

表1. 食品中の放射性セシウムの基準値 3)
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測定機器 容器 　　　測定時間

飲料水 Ge 2Lマリネリ容器 600，1000秒

牛乳 Ge 2Lマリネリ容器 600，1000秒

Ge 2Lマリネリ容器 600，1000秒

Ge U-8容器 2400，4300秒

NaI（スクリーニング検査） 1Lマリネリ容器 20分（以降10分ずつ延長、最大60分）

NaI（スクリーニング検査） 1LマリネリKM301容器 15分（以降10分ずつ延長、最大55分）

Ge（確定試験） U-8容器 2000，3600秒

Ge：ゲルマニウム半導体核種分析装置

NaI：ヨウ化ナトリウム（タリウム）シンチレーションスペクトロメータ

表2. 食品群別の放射性セシウムの測定条件

一般食品

食品群
測定条件

乳児用食品

 

検体数 検出＊数 検体数 検出＊数

飲料水 51 0 0 0

牛乳 117 3 0 0

乳児用食品 30 0 0 0

一般食品

魚介類及び魚介加工品 60 1 0 0

肉・卵類及びその加工品 59 0 25 0

野菜・果物及びその加工品 204 2 36 0

菓子類 14 0 13 2

穀類及びその加工品 19 0 5 0

乳製品 78 0 9 0

清涼飲料水 9 0 1 0

その他の食品 82 0 11 0

＊検出とはCooperの方法に基づき、計数誤差の3倍を超えた結果をいう

表3. 都内流通食品中の放射性セシウムモニタリング検査結果

国産品 輸入食品
食品群

 
 
 2. 実施期間 
 平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月 

 

 3. 検査機器･器具 
 ゲルマニウム半導体核種分析装置（以下，Ge 半導体検

出器）：セイコーEG&G 社製 GEM-23185 型（相対効率

23.8％）及びキャンベラ社製 GC3018 型（相対効率 37.0

％） 

 ヨウ化ナトリウム（タリウム）シンチレーションスペク

トロメータ（以下，NaI 検出器）：日立アロカメディカル

社製 CAN-OSP-NAI 802-2x2 型 

 標準線源：日本アイソトープ協会製 9 核種混合放射能

標準ガンマ体積線源（U-8 容器），Cs-137 放射能標準ガン

マ体積線源（V-11 容器） 

 測定容器：Ge 半導体検出器用には 2L マリネリ容器及

び U-8 容器，NaI 検出器用には 1L マリネリ容器及び 1L

マリネリ KM301 容器（平成 24 年 10 月 9 日以降）を用い

た． 

 

 4. 試料の前処理方法 
 食品中の放射能測定のための試料の前処理方法は，厚生

労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」4）

及び「文科省編放射能測定法シリーズ 24 緊急時におけ

るガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」5）

に準じた．洗浄を必要とする試料は厚生労働省「「緊急時

における食品の放射能測定マニュアル」に基づく検査にお

ける留意事項について」6）に従い，野菜は，水道水の流水

下で 20 秒間程度洗浄した．きのこ類は，水道水をしみこ

ませたペーパータオルで表面を軽く拭き取り，土，埃等を

除去した． 

 留意事項中に記載のない野菜などで，「食品，添加物等

の規格基準」7）（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）第 1 食

品 A 食品一般の成分規格 5（2）の表の食品の欄に掲げる

食品については，同表の検体の欄に掲げる部位を試料とし

た．また上記に規定されてない加工食品等は，科学技術・

学術審議会資源調査分科会編「日本食品標準成分表

2010」8）に記載の可食部を試料とした． 

 液状食品はそのまま，固形食品は包丁で細切したのち，

フードプロセッサーなどで均質にして，測定容器に秤取し，

測定用試料とした． 

 

 5. 測定方法 
 基準値の低い牛乳，飲料水，乳児用食品等は厚生労働省

「食品中の放射性物質の試験法について」9）に従って Ge

半導体検出器により測定した．その他の一般食品について

は厚生労働省「食品の放射性セシウムスクリーニング法」
10）に準じ，NaI 検出器による測定または Ge 半導体検出器

により測定した．測定対象核種は放射性ヨウ素（I-131）

及び放射性セシウムとした． 

 表 2 に食品群別の測定条件を示した． 

 NaI 検出器による一般食品の放射性セシウムのスクリー

ニングレベルは 50 Bq/kg とし，放射性セシウムの検出限

界値が 25 Bq/kg を下回らない場合は，10 分単位で測定時

間を延長した．測定時間を延長してもなお放射性セシウム

の検出限界値が 25Bq/kg を下回らない場合，または 50 

Bq/kg を超えた場合は，Ge 半導体検出器により確定試験

を実施した． 

 なお，都内流通食品は，東京都市場衛生検査所（築地及
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び大田出張所）においても NaI 検出器による検査を行って

おり，スクリーニングレベルを超えた検体に対し，当セン

ターで Ge 半導体検出器による確定検査を実施した． 

また，Ge 半導体検出器による測定時間は，それぞれ装置

の相対効率及び 1 日当たりの処理検体数，検出限界値を考

慮し 2 通りの測定時間を設定した． 

 なお，放射性セシウム濃度を合計する際には、検査結果

が検出限界値以下の場合は，濃度を 0 Bq/kg として計算し

た． 

 

結 果 及 び 考 察 
 都内流通の国産品及び輸入食品を，基準値別及び食品の

種類別に分類した検査結果の概要を表 3 に示した． 

 
 1. 国産品の放射性ヨウ素測定結果 

 放射性ヨウ素はいずれの食品からも検出されなかった．

放射性ヨウ素である I-131 は，半減期が 8 日であるため，

事故後 1 ヶ月を過ぎると急激に減衰することが，前報 2）

や伴埜ら 11），吉田ら 12），岩瀬ら 13）によって報告されてい

る．福島第一原子力発電所事故から約 1 年後から 2 年後に

あたる今回の検査期間及びそれ以降の期間においては，放

射性ヨウ素はもはや検出されず，半減期が 2 年の Cs-134

と，30 年の Cs-137 の合算である放射性セシウムの評価が

重要であることがわかる．  

 

 2. 国産品の放射性セシウム検出結果 

 放射性セシウムの検査結果を表 4 に示した．  

 放射性セシウムは，牛乳（4.6 Bq/kg），低脂肪乳（3.4 

Bq/kg），加工乳（4.0 Bq/kg），タラ（10 Bq/kg），大豆（95 

Bq/kg），しいたけ（28 Bq/kg），それぞれ 1 検体から検出

されたが，いずれも基準値を超えるものはなかった． 

 Cs-134 と Cs-137 が同時に検出された検体については，

原子力安全・保安院の発表 14）を基に，平成 23 年 3 月 15

日までに Cs-134 と Cs-137 が 1.2：1 で放出されたと仮定

し，各々の検体の測定日における放射性セシウムの理論的

な存在比を算出（Cs-134/Cs-137）し，実測値と比較した． 

その結果，理論的な存在比はすべて 0.8，実測値から算出

した存在比は 0.5 から 0.8 で少し小さい値となった（表 4）． 

 検出された検体のうち，岩手県産の牛乳は，基準値 50 

Bq/kg に対して 3.4～4.6 Bq/kg，一般食品である岩手県産

のタラは基準値 100 Bq/kg に対して 10 Bq/kg であり，十分

の一程度の低い値であった．宮城県産の大豆（乾燥）は，

平成 24 年 5 月 10 日に購入されたものであり，現行基準値

への移行に際して経過措置期間が設けられていた．平成

25 年 1 月までは暫定規制値（放射性セシウム 500 Bq/kg）

が適用されるが，今回の測定結果は現行の基準である 100 

Bq/kg と比較して低い値であった． 

 野生のきのこについては平成 24 年度以降も 500 Bq/kg

を超える検体が報告 15）されているが，群馬県産のしいた

けは菌床栽培であり，基準値 100 Bq/kg に対して三分の一

以下の 28 Bq/kg であった． 

 今回，国産品の流通食品について基準値を越えるものが

なかった理由としては，原子力災害対策特別措置法に基づ

く出荷制限等が奏功し，生産地での管理が適切に行われて

いるためと推察される．また，伴埜ら 11），吉田ら 12），の

報告でも，事故から 8 ヶ月経過した以後は，基準値を超え

る流通食品は見つかっておらず，食品の適切な流通管理が

なされているものと推察された． 

 

 3. 輸入食品の放射性セシウム測定結果 

 検査結果を表 4 に示した． 

 基準値を超えるものはなかったが，デンマーク産のブル

ーベリージャムと，ドイツ産のミックスベリージャムから

放射性セシウムがそれぞれ 48 Bq/kg 及び 13 Bq/kg 検出さ

れた． 

1986 年 4 月に起きたチェルノブイリ原子力発電所事故

では，事故から 20 年以上が経過してもなお，事故に由来

すると考えられる放射性セシウムが輸入食品のきのこやブ

ルーベリー加工品等から検出されており 16），当時のわが

国の暫定限度 17）370 Bq/kg を越えて検出される例 18,19）も

報告されている．なお，輸入食品のジャム 2 検体は，表 3

では菓子類に分類した． 

  

I-131 Cs-134 Cs-137 Cs-134+Cs-137 理論値
* 実測値

牛乳 岩手県 Ge ND (0.9) 1.5   　　　 3.1 　　　　　　  4.6 0.8 0.5

低脂肪牛乳 岩手県 Ge ND (0.9) 1.4   　　　 2.0 　　　　　　  3.4 0.8 0.7

加工乳 岩手県 Ge ND (0.7) 1.5   　　　 2.5 　　　　　　  4.0 0.8 0.6

タラ 岩手県 NaI  ND (8) ND (13) 10 10 - -

大豆（乾燥） 宮城県 Ge  ND (7) 43 52 95 0.8 0.8

しいたけ 群馬県 NaI  ND (8) 11 17 28 0.8 0.6

ブルーベリージャム デンマーク NaI  ND (8) ND (14) 48 48 - -

ミックスジャム ドイツ NaI  ND (6) ND (10) 13 13 - -

（　）内は検出限界値

＊は平成23年3月15日におけるCs-134とCs-137の存在比を1.2：1とした場合の測定日における理論値

Cs-134/Cs-137

表4. 放射性セシウムが検出された検体の測定結果

測定値（単位：Bq/kg）
名称 産地 測定装置

　国産品

　輸入食品
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 4. まとめ 

 平成 24 年 4 月 1 日に放射性セシウムの新たな基準値が

設定された．この新たな基準値に基づき，平成 24 年 4 月

から平成 25 年 3 月における都内流通食品 823 検体につい

て検査した結果，国産の牛乳，低脂肪乳，加工乳，タラ，

大豆，しいたけ，それぞれ 1 検体から放射性セシウムが検

出されたが，いずれも基準値を超えるものはなかった． 

 都内流通食品のうち輸入食品では，ブルーベリージャム

とミックスベリージャムから放射性セシウムがそれぞれ

48 Bq/kg 及び 13 Bq/kg 検出されたが，これらも基準値以

下であった． 

 

付     記 
 本調査は，東京都福祉保健局健康安全部食品監視課及び

当センター広域監視部食品監視第一課，食品監視第二課と

協力して実施した． 
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 In April 2012, one year after the crisis at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant caused by the 2011 Tohoku Earthquake, the new 

regulation value of radioactive cesium in foods was defined based on the food hygiene law of Japan. In this paper, we report the 

analytical results of radioactive materials in 823 samples of foods marketed in Tokyo from April 2012 to March 2013. Radioactive 

material concentration in food was determined by germanium semiconductor detector and/or NaI (TI) scintillation spectrometer. The 

target radioactive materials were I-131, Cs-134 and Cs-137. We examined the following foods collected from the market: milk 117 

samples, drinking water 51 samples, baby foods 30 samples, other domestic products 525 samples and imported foods 100 samples. 

Radioactive iodine was not detected in any samples. Radioactive cesium (the total of Cs-134 and Cs-137) was detected in 3 domestic 

milk (3.4-4.6 Bq/kg), 3 other foods (10-95 Bq/kg) and 2 imported jams (13-48 Bq/kg). However, levels of radioactive cesium were 

lower than regulation value. From these results, it was suggested that the management of domestic products at the producing district 

was performed appropriately. 

 

Keywords: radioactive material, nuclide analysis, radioactive iodine, radioactive cesium, germanium semiconductor detector, 

NaI(TI) scintillation spectrometer, food 

 
 




